
 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２次 

御所市人権施策に関する基本計画 

2026(令和８)年３月 

  御 所 市 

あらゆる差別をなくし、笑顔あふれる明るく 住みよい人権のまち 

こどもから高齢者にいたるまですべての市民が、 

人権尊重の精神を当たり前の社会意識として身につけ行動し、 

人権を基本とした人間関係が広く社会に根付く共生社会の創造をめざします 

御所市マスコットキャラクター ゴセンちゃん 

概要版 
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御所市では、「日本国憲法」の理念にのっとり、部落差別をはじめあらゆる差別をなくす

ため、人権意識の高揚を図り、人権が尊重される明るい和のあるまちづくりの実現をめざ

して、1998  平成 10）年に 「御所市人権擁護に関する条例」を制定しました。2000  平

成 12）年には「  人権教育のための国連 10 年』御所市行動計画」を、2016 平成 28）

年には、「御所市人権施策に関する基本計画」を策定し、こどもから高齢者にいたるまです

べての市民が、人権尊重の精神を当たり前の社会意識として身につけ行動し、人権を基本

とした人間関係が広く社会に根付く共生社会の創造をめざして、人権に関する施策を進め

てきました。 

しかしながら、未だ部落差別をはじめ、女性やこども、高齢者への人権侵害は後を絶た

ず、障がいのある人や外国人、性的マイノリティの人々等に対する不当な差別や偏見、本

邦外出身者に対する不当な差別的言動といった多様な人権問題が依然として存在してい

ます。 

また、近年においては、さまざまな人権課題に関連して、インターネットを介した人権

侵害が深刻化しており、このような状況が更に進むことによって、社会の分断を招き、基

本的人権の根幹を揺るがすおそれが生じることにもなりかねません。 

この度、人権をめぐる社会的な動向を踏まえ、各種人権課題の解決に向け、人権に関す

る施策のさらなる推進を図るため、「第２次御所市人権施策に関する基本計画」を策定し

ます。 

 

 

 

 
 

この計画は、「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」第５条及び 「御所市人権擁護

に関する条例」第２条の規定により、本市の責務として、人権施策に関する基本的な施策

を総合的かつ計画的に推進するために策定するものです。 

また、国の 「人権教育  啓発に関する基本計画  第二次）」や、奈良県の 「奈良県人権施

策に関する基本計画」の内容を踏まえるとともに、「御所市第６次総合計画」やその他の関

連計画との整合を図るものとします。 

 

 

 

 
 

この計画の期間は、2026  令和８）年度から 2035  令和 17）年度までの 10 年間と

します。 

なお、社会情勢の変化や人権を取り巻く環境の変化に応じ、必要により見直しを行うこ

ととします。 

  

計画策定の趣旨 

計画の位置づけ 

計画の期間 
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人権とは、人間の尊厳に基づいて各人が持っている固有の権利であり、社会を構成する

すべての人々が個人としての生存と自由を確保し、社会において幸福な生活を営むために

欠かすことのできない権利です。 

また、すべての人がお互いの人権と尊厳を大切にし、いきいきとした人生を享受するこ

とができる共生社会を実現するためには、すべての人が人権の享有主体であり、互いの人

権を尊重することの重要性を正しく理解するとともに、自らの権利を行使するにあたって

は、その行使に伴う責任を自覚し、自己の人権と同様に他者の人権をも尊重することが求

められます。 

この計画では、こどもから高齢者にいたるまですべての市民が、人権尊重の精神を当た

り前の社会意識として身につけ行動し、人権を基本とした人間関係が広く社会に根付く共

生社会の創造をめざした 「あらゆる差別をなくし、笑顔あふれる明るく住みよい人権のま

ち」の実現をめざすことを基本理念とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

配慮する視点 

基本理念 

あらゆる差別をなくし、 
    笑顔あふれる明るく 

       住みよい人権のまち 

一人ひとりが自分の個性

や可能性を大切にし、自己

実現を図ることができる社

会づくりが重要です。 

そのためには、社会的身

分、門地、人種、信条、性別

等によって不当に差別され

ることなく、一人ひとりが

かけがえのない存在として

尊重され、個性や能力を十

分に発揮できる社会が保障

されなければなりません。 

社会には、個性や価値観、

民族や国籍などの多様性を認

めず、同質化を求めたり、同

質なもののなかに違いをつく

り出して排除する考え方があ

り、それが特定の人々に対す

る偏見や差別を生んでいる場

合も少なくありません。 

すべての人が幸せに生きる

ために、互いの個性や特性を

尊重し、さまざまな文化や多

様性を認め合う共生の社会づ

くりが重要です。 

人間は個人として独立した存在

であると同時に社会的な存在です。

生きる喜びや幸せも、支え合い、共

感できる豊かな人間関係の中にあ

ります。 

したがって、誰もが身近な関係に

とどまらず、ボランティア活動や地

域コミュニティづくり、生涯学習な

ど社会的な活動への積極的な参加

体験を通して、社会とのつながりを

強化していく取組が求められます。 

さまざまな人間と出会い、交流す

る中で、自らの存在を社会的に意味

あるものとして確かめ、自他の尊厳

を尊重して生きることができる社

会づくりが重要です。 

１ 自尊感情の確立が 

できる社会づくり 

２ ちがいを豊かさとして 

認め合う共生の社会づくり 

３ 自他の尊厳を尊重して 

生きることができる社会づくり 
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１ 実施主体間の連携と市民に対する多様な機会の提供 

人権教育  啓発は、本市や企業、民間団体など多様な主体が担っていますが、人権問題

の複雑化に対応するためには、これらの主体が役割を踏まえて連携を強化することが重要

です。また、市民への人権教育  啓発は、家庭  学校  地域  職場など生涯のあらゆる場

で行われることで効果が高まるため、実施主体が十分に協力し、総合的に推進する必要が

あります。 
 

２ 発達段階等を踏まえた効果的な方法 

人権教育  啓発は、対象者の発達段階に応じて工夫し、家庭  学校  地域など日常生活

の経験を踏まえて行うことが重要です。特に、こどもの時期から人権感覚を育み、人権の

意義を正しく理解して行動につなげられるよう、年齢や特性に合った内容と方法を選択す

る必要があります。 
 

３ 市民の自主性の尊重と教育・啓発における中立性の確保 

人権教育  啓発は、市民の自主性を尊重し、押し付けにならないよう留意しながら、多

様な意見を寛容に受け止められる自由な議論の場づくりに努める必要があります。また、

特定の意見に偏らず主体性と中立性を保ちつつ、市民から理解と共感を得られる内容と方

法で実施し、当事者の声にも真摯に向き合うことが求められます。 
 

 

 
 

 担当部局：教育委員会事務局 健康福祉部） 

人権教育は、生涯学習の視点から、幼児期からの発達段階に応じて学校教育と社会教育

が連携して進める必要があります。 

学校教育では、自他を尊重し、多様な人々と協働して持続可能な社会の創り手となる力

を育み、社会教育では、あらゆる世代を対象に人権尊重の意識を高める学びを推進します。 

また、これらを通じて、市民が権利の意義や他者尊重の必要性を理解し、人間尊重の精

神を生活に生かすことをめざします。 

 

 担当部局：市民協働部） 

人権啓発は、内容や方法において市民の理解と共感を得ることが重要です。 

市民一人ひとりが人権を尊重する意義を正しく認識し、自他の人権を大切にする行動が

とれるようにするため、「人権とは何か」、 「人権の尊重とはどういうことか」、 「人権を侵害

された場合に、これを排除し、救済するための制度がどのようになっているか」等につい

て正しい認識を持ち、それらの認識が日常生活の中で、その態度面、行動面等において確

実に根付くようにすることをめざします。 

  

人権教育 

◆ 家庭における人権教育  ◆ 地域における人権教育 

◆ 学校・就学前教育における人権教育 

人権啓発 

◆ 啓発活動の充実   ◆ さまざまな団体・機関等との連携 

人権教育 啓発の推進 

人権教育 啓発の基本的在り方 
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人権相談は、すべての人の基本的人権を守り、幸せに生きる権利の保障をすることを目

的としています。 

市民が人権問題に直面した際、一人で悩んだり、苦しんだりしないよう、当事者の立場

に立ったきめ細かな人権相談の体制を充実するとともに、問題の早期解決に向けた自立支

援や権利擁護等の取組の充実を図るなど、相談 支援に関する施策を推進します。 

■ワンストップ相談窓口 人権施策課 

 

 

 
 
 

 
 

インターネット上の人権侵害をな

くすため、個人のプライバシーや名誉

に関して、一人ひとりが正しい認識を

培い、人権侵害を許さない意識の醸成

や世論の高まりを図るための啓発を

推進します。 

また、受け取った情報について精査

し、正しい判断によって情報を活かす

力  インターネットリテラシー）を身

につけるための学習機会を提供しま

す。 

さらに、悪質な差別的な書き込みを

発見した場合は、削除に向けて関係機

関と連携しながら対応します。 

 

 
 

部落差別に対する正しい理解が未

だ十分に定着していないことや、身近

に部落差別が存在するとの基本的な

考え方に立ち、国や奈良県等と連携し

て、「部落差別の解消の推進に関する

法律」及び 「奈良県部落差別の解消の

推進に関する条例」の趣旨を尊重しな

がら、市民一人ひとりが部落差別に対

する正しい知識と理解を深め、差別意

識や偏見を解消することができるよ

う、教育  啓発や相談体制を充実する

ことなどにより、部落差別の解消をめ

ざします。 

 

 
 

性別にかかわりなく、個性と能力を

最大限に発揮し、自分らしい生き方を

選択できる男女共同参画社会の実現

をめざすとともに、女性に対するあら

ゆる暴力の根絶に努めます。 

 

 
 

地域をはじめ関係機関との連携を

強化し、いじめや児童虐待をなくすた

めの総合的な施策を推進するととも

に、こどもの貧困対策を推進する等、

こどもの人権を守るためのあらゆる

施策を展開します。 

◆ 相談窓口の整備   ◆ 充実した情報提供 

◆ 相談員等の資質の向上  ◆ 関係機関・団体等との連携 

インターネット上の人権侵害 

部落問題 

女性 

こども 

人権相談 支援の推進 

分野別人権課題に対する取組 
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高齢者が生きがいを持ち、住み慣れ

た地域で人生の最期まで安心して暮

らすことができるように、本市におい

て地域包括ケアシステムと地域共生

社会の実現に向けた取組を進めます。 

 

 
 

障がいのある人が住みたい場所で

安心して安定した生活ができるよう、

障がいのある人に寄り添った生活全

般にわたる支援や、ライフステージを

通した切れ目のない支援、社会参加の

促進による自己実現のための支援を

基本的な考え方として、幅広い分野を

密接に連携させながら障がい者施策

を推進します。 

 

 
 

異文化理解や多文化共生の重要性

についての認識を深めるなど、市民の

国際理解を促進するとともに、多様な

文化、習慣等を尊重し、国籍にかかわ

らず、人として尊重し合い、あらゆる

人々の人権が保障される共生社会の

実現に向けた取組を進めます。 
 

 
 

ヘイトスピーチをなくすためには、

ヘイトスピーチが許されるものでは

ないという意識が、広く深く社会の中

に浸透することが重要であることか

ら、ヘイトスピーチは許されないもの

であるという認識を広めるための広

報  啓発活動を積極的に展開するとと

もに、ヘイトスピーチの被害に遭われ

た方々からの相談に応じ、必要な情報

提供や支援を行います。 

 

 
 

地域社会や職場において、性の多様

性に関する正しい理解と認識を深め、

性的指向やジェンダーアイデンティ

ティを理由とした偏見や差別をなく

すため、講演会や研修会などの教育 

啓発活動を推進するとともに、関係機

関と連携し、相談  支援体制の充実を

図ります。 

 

 
 

上記分野別以外に、災害時における

人権や犯罪被害者等、感染症患者等、

アイヌの人々、刑を終えて出所した人

及びその家族、北朝鮮当局によって拉

致された被害者、ゲノム情報  遺伝情

報）に関する人権等さまざまな人権問

題があります。また、人権課題は社会

の変化に伴って新たに生起し、顕在化

するものです。 

それらの課題についても、それぞれ

の問題状況に応じて、その解決に資す

る施策の検討を行います。第２次基本

計画では、人権尊重の基本理念を踏ま

え、人権教育  啓発の推進を図るとと

もに、いかなる差別をも断じて許さな

い明るいまちづくりの実現に努めま

す。 

高齢者 

障がい者 

外国人 

本邦外出身者に対する 

不当な差別的言動 

性的マイノリティの人々 

その他の人権問題 
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インターネット上の書き込みなどに関する相談 通報窓口 
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●さまざまな人権問題の電話による相談 

みんなの人権１１０番 

 全国共通人権相談ダイヤル） 
０５７０－００３－１１０  全国共通ナビダイヤル） 

 

差別や虐待、ハラスメントなど、様々な人権問題についての相談を受け付ける相談電話

です。電話は、おかけになった場所の最寄りの法務局につながります。相談は、法務局職

員又は人権擁護委員がお受けします。秘密は厳守します。 
 

○受付時間  平日午前８時３０分から午後５時１５分まで 

 

 

 

 

 

 

●いじめ などの電話相談窓口 

こどもの人権１１０番 ０１２０－００７－１１０ フリーダイヤル） 

 

友
とも

だちから「いじめ」にあって学校
がっこう

に行きたくない、家
いえ

の人
ひと

にいやなことをされる、 

部活動
ぶ か つ ど う

で暴言
ぼうげん

  暴 力
ぼうりょく

を受
う

けているなど、先生
せんせい

や親
おや

には 話
はなし

にくいけど、このままではどう

していいか分
わ

からない、誰
だれ

も気
き

づいてくれない   。 

このような悩
なや

 みがあったら、迷
まよ

 わず電話
で ん わ

 してください。「まわりでこんなことで困
こま

 って

いる人
ひと

がいる」という相談
そうだん

でもいいです。 
 

○受付
うけつけ

時間
じ か ん

  平日
へいじつ

午前
ご ぜ ん

８時
じ

３０分
ふん

から午後
ご ご

５時
じ

１５分
ふん

まで 

 

 

 

 

 

 

 

第２次御所市人権施策に関する基本計画 

【概要版】 

2026 令和８）年３月 

発行：御所市⼈権施策課 ⼈権センター内） 

〒639-2244 奈良県御所市柏原 235 番地 

電話：0745-65-2210 ファックス：0745-65-2207 

その他の人権問題の相談窓口 

法務省の人権擁護機関では、

人権相談をインターネットでも

受け付けています。 

左の二次元コード

を読み込んで接続し

てください。 

LINE
ら い ん

で相談
そうだん

 

友
とも

だち追加
つ い か

して相談
そうだん

してね！ 

検索
けんさく

I D
あいでぃー

： 

「@linejinkensoudan」 


